
○

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改

正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載

）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
目
論
見
書
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
目
論
見
書
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
三
十
二
条
の
二

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
一
項

第
三
十
二
条
の
二

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
一
項

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
項
に
規
定
す
る
目
論
見
書
（
以

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
項
に
規
定
す
る
目
論
見
書
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
目
論
見
書
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を

下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
目
論
見
書
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を

提
供
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
目
論
見
書
提
供
者
」
と
い

提
供
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
目
論
見
書
提
供
者
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
第
六
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該

う
。
）
に
お
い
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該

目
論
見
書
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
目
論
見
書
被

目
論
見
書
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
目
論
見
書
被

提
供
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に

提
供
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
か
つ
、
次

お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
電
磁
的
方

に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

法
又
は
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
同
意
を
得
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一

目
論
見
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
に

［
号
を
加
え
る
。
］

つ
い
て
、
電
磁
的
方
法
又
は
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
目
論
見
書
被
提
供

者
か
ら
同
意
を
得
て
い
る
場
合

二

目
論
見
書
提
供
者
が
、
目
論
見
書
被
提
供
者
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報

［
号
を
加
え
る
。
］

提
供
等
を
行
い
、
か
つ
、
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号



ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
八
十
条

第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
の
変
更
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当
該
目
論
見
書
被
提
供
者
の
知
識
、
経
験
、
財
産

の
状
況
及
び
金
融
商
品
取
引
契
約
（
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品

取
引
契
約
を
い
う
。
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
締
結
す
る
目
的

に
照
ら
し
て
当
該
目
論
見
書
被
提
供
者
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法

及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
し
て
い
る
場
合
（
当
該
目
論
見
書
被
提
供
者
か
ら

目
論
見
書
を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
よ
う
請
求
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。
）

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

３

［
同
上
］

れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

三

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
目
論
見
書
被
提
供
者
が
閲

す
る
こ
と
に
よ
り
目
論
見
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
当
該
方
法
に
よ
り
提
供

覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
目
論
見
書
被
提
供
者
フ
ァ

す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
目
論
見
書
被
提
供
者
が
閲
覧
フ
ァ
イ

イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
目
論
見
書
被
提
供
者
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に

四

［
同
上
］

該
当
す
る
こ
と
。

イ

当
該
目
論
見
書
の
提
供
が
あ
っ
た
時
か
ら
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了

イ

当
該
目
論
見
書
の
提
供
が
あ
っ
た
時
か
ら
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了

す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き

す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
目
論
見
書
の
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が

は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ

あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た

か
遅
い
日
ま
で
の
間
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去

日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
次
に
掲
げ



し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧

る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

に
供
し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
目
論
見
書
被

た
だ
し
、
閲
覧
に
供
し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合

提
供
者
の
同
意
（
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
意
を
い
う

、
目
論
見
書
被
提
供
者
の
同
意
（
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
意

。
）
を
得
て
前
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
方

を
い
う
。
）
を
得
て
前
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
第
二
号
に
掲

法
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
又
は
目
論
見
書
被
提
供
者
に
よ
る
当
該
記
載
事

げ
る
方
法
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
又
は
目
論
見
書
被
提
供
者
に
よ
る
当
該

項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ

記
載
事
項
に
係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去

と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
⑴
・
⑵

略
］

［
⑴
・
⑵

同
上
］

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

五

［
略
］

五

［
同
上
］

４

第
一
項
第
二
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

［
項
を
加
え
る
。
］

を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁

的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第

一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
目
論
見
書
被
提
供
者
の
質
問
に
対
し
て
回
答
を
す
る

こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
金
融
商
品
取
引
業
等

に
関
す
る
内
閣
府
令
第
八
十
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
金
融
商
品
取
引
契
約

の
締
結
に
つ
い
て
の
目
論
見
書
被
提
供
者
の
判
断
に
資
す
る
主
な
も
の
の
概

要
及
び
こ
れ
に
関
す
る
質
問
例

二

目
論
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及

び
当
該
提
供
を
受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

三

目
論
見
書
被
提
供
者
か
ら
目
論
見
書
を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
よ
う
請
求



が
あ
る
と
き
は
目
論
見
書
を
交
付
す
る
旨

５
・
６

［
略
］

４
・
５

［
同
上
］

７

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
目
論
見
書
提
供
者
は
、
当
該
目

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
目
論
見
書
提
供
者
は
、
当
該
目
論
見
書

論
見
書
被
提
供
者
か
ら
電
磁
的
方
法
又
は
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
電
磁
的

被
提
供
者
か
ら
電
磁
的
方
法
又
は
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に

方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
目
論
見
書

よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
目
論
見
書
被
提
供

被
提
供
者
に
対
し
、
記
載
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら

者
に
対
し
、
記
載
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
目
論
見
書
被
提
供
者
が
再
び
同
号
の
規
定
に
よ
る
同
意

た
だ
し
、
当
該
目
論
見
書
被
提
供
者
が
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
し
た

を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


